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個人の県民税（均等割・所得割）

県税のあらまし
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非課税区分 非課税となる方

均等割と所得割
がともに非課税

（1）生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
（2）障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方（退職所得 
　　  に対する分離課税に係る所得割を除く。）

　均等割のみを課すべき方のうち、前年の合計所得金額が一定の基準に従い市町村の条例で
定める金額以下の方

　総所得金額等の合計額が、35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た
金額（同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に42万円を加算した金額）以下
の方
総所得金額等の合計額≦（本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数）×35万円+ 42万円
注 本人のみの場合は45万円
注 退職所得に対する分離課税に係る所得割は、非課税とはなりません。

注「級地」は、生活保護基準の級地区分
　　2級地：那覇市
　　3級地：那覇市以外の市町村
注 加算額は、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

一定の基準＝（本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数）× ＋ ＋均等割が
非課税となる方

所得割が
非課税となる方

35万円（1級地）
32万円（2級地）
28万円（3級地）

10万円
10万円
10万円

21万円
18.9万円
16.8万円

加算額

162万5,000円以下
162万5,000円超180 万円以下
180万円超360万円以下
360万円超660万円以下
660万円超850万円以下
850万円超

130万円未満
130万円以上
410万円未満
410万円以上
770万円未満
770万円以上

1,000万円未満
1,000万円以上

60万円
公的年金等の収入金額
×25％ +27.5万円
公的年金等の収入金額
×15％ +68.5万円
公的年金等の収入金額
×5％ +145.5万円

195.5万円

50万円
公的年金等の収入金額
×25％ +17.5万円
公的年金等の収入金額
×15％ +58.5万円
公的年金等の収入金額
×5％ +135.5万円

185.5万円

40万円
公的年金等の収入金額
×25％ +7.5万円
公的年金等の収入金額
×15％ +48.5万円
公的年金等の収入金額
×5％ +125.5万円

175.5万円

（注1）　実際には、収入金額が660万円未満の控除額については、所得税法別表第五によります。
（注2）　控除上限額は、令和３年度分以降、給与の収入金額が850万円超の場合195万円に引き下げられました。
（注3）　給与所得控除額は令和３年度分以降、10万円引き下げられました。

（注1）　公的年金等とは、国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、適格退職年金、確定拠出年金等をいいます。
（注2）　年齢は、前年の12 月31日現在の年齢によります。
（注3）　令和3年度分以降、公的年金等の収入金額による「1,000万円以上」の区分および公的年金等に係る雑所得以外の
　　　　　　 所得に係る合計所得による3区分が新設され、控除額は、公的年金等の収入金額による「1,000万円以上」の区分を
　　　　　　 除き、年金以外の所得が1,000万円以下の場合10万円、1,000万円超2,000万円以下の場合20万円および2,000万
　　　　　 　円超の場合30万円が一律に引き下げられました。

55万円
収入金額×40％ ー 10 万円
収入金額×30％＋ 8 万円
収入金額×20％＋ 44 万円
収入金額×10％＋110万円
195 万円

65歳未満の方

公的年金等の
収入金額 1,000万円以下 2,000万円超1,000万円超

2,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

330万円未満
330万円以上
410万円未満
410万円以上
770万円未満
770万円以上

1,000万円未満
1,000万円以上

110万円
公的年金等の収入金額
×25％ +27.5万円
公的年金等の収入金額
×15％ +68.5万円
公的年金等の収入金額
×5％ +145.5万円

195.5万円

100万円
公的年金等の収入金額
×25％ +17.5万円
公的年金等の収入金額
×15％ +58.5万円
公的年金等の収入金額
×5％ +135.5万円

185.5万円

90万円
公的年金等の収入金額
×25％ +7.5万円
公的年金等の収入金額
×15％ +48.5万円
公的年金等の収入金額
×5％ +125.5万円

175.5万円

65歳以上の方

公的年金等の
収入金額 1,000万円以下 2,000万円超1,000万円超

2,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

県税のあらまし
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非課税区分 非課税となる方

均等割と所得割
がともに非課税

（1）生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
（2）障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方（退職所得 
　　  に対する分離課税に係る所得割を除く。）

　均等割のみを課すべき方のうち、前年の合計所得金額が一定の基準に従い市町村の条例で
定める金額以下の方

　総所得金額等の合計額が、35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た
金額（同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に42万円を加算した金額）以下
の方
総所得金額等の合計額≦（本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数）×35万円+ 42万円
注 本人のみの場合は45万円
注 退職所得に対する分離課税に係る所得割は、非課税とはなりません。

注「級地」は、生活保護基準の級地区分
　　2級地：那覇市
　　3級地：那覇市以外の市町村
注 加算額は、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

一定の基準＝（本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数）× ＋ ＋均等割が
非課税となる方

所得割が
非課税となる方

35万円（1級地）
32万円（2級地）
28万円（3級地）

10万円
10万円
10万円

21万円
18.9万円
16.8万円

加算額

県税のあらまし
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沖縄県が条例で指定している寄付金については、次のページをご覧ください。

4 3

3

3

3

3
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33

43万円
4 3

48

寡婦控除
ひとり親控除

本人が寡婦　　26万円
本人がひとり親　　30万円

27
35

県税のあらまし
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沖縄県が条例で指定している寄付金については、次のページをご覧ください。

県税のあらまし
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　平成21年から令和7年12月末までに入居された方で、所得税から控除しきれなかった住宅
ローン控除がある場合、翌年度の住民税（所得割）から控除されます。

平成21年から令和7年12月末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けて
いる方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方

次のいずれか小さい額
①前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなか
　った金額
②前年の所得税の課税総所得金額等　×5％（最高9.75万円）*

＊平成26年4月1日から令和3年12月31日（一定の要件を満たした場合には、
　令和4年12月31日）までに入居した場合等は、前年の所得税の課税総所得
　金額等の額に7％を乗じて得た金額（最高13.65万円）

（注）なお、この控除の適用を受けるためには、確定申告や年末調整により所得税の住宅
　　　ローン控除を受ける必要がありますが、個別に市町村への申告は不要です。

4

県税のあらまし
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　平成21年から令和7年12月末までに入居された方で、所得税から控除しきれなかった住宅
ローン控除がある場合、翌年度の住民税（所得割）から控除されます。

平成21年から令和7年12月末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けて
いる方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方

次のいずれか小さい額
①前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなか
　った金額
②前年の所得税の課税総所得金額等　×5％（最高9.75万円）*

＊平成26年4月1日から令和3年12月31日（一定の要件を満たした場合には、
　令和4年12月31日）までに入居した場合等は、前年の所得税の課税総所得
　金額等の額に7％を乗じて得た金額（最高13.65万円）

（注）なお、この控除の適用を受けるためには、確定申告や年末調整により所得税の住宅
　　　ローン控除を受ける必要がありますが、個別に市町村への申告は不要です。

4

県税のあらまし
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44

3

1,440,000

3,560,000

430,000

2,106,000

県税のあらまし
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4

県税のあらまし


